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平成２７年度第４回（第１７回）３市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会会議録 

○日 時  平成２７年７月１１日（土）午後７時～９時１５分 

○場 所  東大和市桜が丘市民センター ２階 集会室 

○委 員 

（１）自治会・マンション管理組合等 以下のとおり（１７名） 

自治会・管理組合名 代表者 専任者 

プラウド地区自治会  庄司（代理） 光橋由訓 

栄三丁目自治会 田中正明 岡田正嗣 

新海道自治会 高田（代理） － 

日神パレステージ東大和桜が丘管理組合 － 後藤隆康 

グランステイツ玉川上水管理組合 川﨑（代理） 深澤正郎 

クロスフォート玉川上水管理組合 － 山崎 武 

グランドメゾン玉川上水ウエストスクエア管理組合 坂本長生 － 

グランドメゾン玉川上水センタースクエア管理組合 村上（代理） 森口恵美子 

グランドメゾン玉川上水イーストスクエア管理組合 小川昌平 相内 章 

グランドメゾン玉川上水ノーススクエア管理組合 邑上良一 阿部健二 

グランスイート玉川上水管理組合 － 斉藤理憲 

（２）３市・衛生組合 以下のとおり 

区 分 出 席 者 

組 織 市 

小 平 市  白倉資源循環課長 

東 大 和 市  松本ごみ対策課長 

武蔵村山市  － 

小平・村山・大和衛生組合 木村計画課長・片山事務局参事 

○事務局 

小平・村山・大和衛生組合 菅家計画課主査・里見計画課主査・小島業務課主任 

○出席者 

区 分 出 席 者 

組 織 市 

小 平 市  小林市長・岡村環境部長 

東 大 和 市  尾崎市長・田口環境部長 

武蔵村山市  山﨑副市長・佐野協働推進部環境担当部長 

小平・村山・大和衛生組合 小林管理者・村上事務局長 

※小平市長と組合管理者は同一 
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【会 議 内 容】 

【邑上会長】 

 済みません、皆さん、こんばんは。時刻になりましたので、本日の協議会を始めたいと

思います。会長の邑上です。よろしくお願いします。 

 まずは、事務局のほうから連絡がありますので、そちらからお願いしたいと思います。 

【木村課長】  

 本日はお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日はごみ処理施設の計画等について、施設の姿に対する意見・要望について、その他

を行います。また、今回は３市の市長、組合管理者出席のもと、意見交換をさせていただ

きます。 

 前回の会議録を事前に配付しておりますが、訂正等がある場合については、後ほど事務

局のほうまでお願いしたいと思います。 

 それでは、進行に当たりまして、連絡とお願いをさせていただきます。 

 会議の終了時間は８時４５分を予定しております。ご発言いただく場合には、お名前の

後にご発言をいただきますようお願いいたします。また、ご質問の際には、どなたに対す

る質問なのかを明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日も各市担当部長が出席しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、３市市長、組合管理者の紹介をさせていただきます。 

 東大和市の尾崎市長でございます。 

【尾崎市長】  

 こんばんは。 

【木村課長】  

 続きまして、武蔵村山市の山﨑副市長でございます。 

【山﨑副市長】  

 皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。 

【木村課長】  

 続きまして、小平市の小林市長でございます。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 皆さん、こんばんは。 
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【木村課長】  

 小林市長におかれましては、衛生組合管理者も兼ねております。 

 以上でございます。 

【邑上会長】  

 済みません。今回、３市の市長、副市長に来ていただいていますので、まずは挨拶をし

ていただくということでお願いしたいと思います。 

 まずは、東大和市長からお願いします。 

【尾崎市長】  

 皆さん、こんばんは。尾崎でございます。本日は、施設整備地域連絡協議会にご出席を

いただき、誠にありがとうございます。 

 小平・村山・大和衛生組合の焼却施設と粗大ごみ処理施設は、長年の使用により、それ

ぞれ施設の建て替えが急務となっている状況にあり、引き続き、共同処理を円滑に実施し

ていくためには、ごみ処理事業全体の中で、資源物処理施設を一体のものとして整備する

必要があります。 

 本事業につきましては、平成１７年８月に、資源物の共同処理に向けての検討と、共同

処理施設用地として、東大和市暫定リサイクル施設用地を借用することなど、３項目が小

平・村山・大和衛生組合理事者会によって確認され、その後、平成１９年１２月には、３

市共同資源物処理施設の建設については、現東大和市リサイクル施設用地を活用すること、

また、共同処理の検討対象はびん、缶、ペット、その他プラスチック、乾電池、蛍光管の

６品目とすることなど、５項目が同じく理事者会において確認された事項となっておりま

す。 

 その後、平成２２年６月に、当市が３市共同資源物処理施設の受け入れは不可能である

ことの意思表示を行いましたが、このままでは焼却炉等の更新事業を行えず、廃棄物の適

正処理に支障を来すとの判断から、当市としての役割を果たすため、小平市及び武蔵村山

市へ調整を図ってきたものでございます。 

 資源物処理施設を市内で建設するとなると、桜が丘２丁目以外に適地がなく、また、施

設敷地面積が４,３００平方メートルと限られていることから、共同処理品目を６品目から

２品目へ変更し、協議させていただいたものであります。 

 一方、東大和市内で焼却炉を建設することは難しく、引き続き、小平市中島町において

焼却をお願いしていくことが求められ、そのためには、３市共同資源化事業により、廃棄
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物の焼却量を減らしていく努力が必要であります。 

 また、現在、当市が民間委託により実施しております容器包装プラスチックの中間処理

につきましては、市の暫定リサイクル施設の処理能力が不足していることから、本事業が

実施できるまでの措置としているものであり、本質的には法の趣旨に基づき、公設で実施

していくものと考えております。 

 これらのことから、３市共同資源物処理施設は、衛生組合の施設更新と一体で実施する

事業として、必要不可欠な施設であるという共同認識に基づき、３市と衛生組合で共同し

て、桜が丘２丁目に公設で施設を設置するものであります。 

 最後に、東大和市の可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみは、昭和４０年２月以降、小平市、

武蔵村山市の３市、小平・村山・大和衛生組合を組織し、共同処理を行ってきております。

衛生組合は、組織する当市におきましても、将来にわたり円滑な廃棄物処理を進めていく

ためには、なくてはならない重要な施設であります。そのため、小平市、武蔵村山市及び

衛生組合と協力のもと、引き続き、市民の皆様と協議を重ねながら、事業を進めてまいり

たいと考えておりますので、ご協力のほうよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

【邑上会長】  

 ありがとうございます。 

 続いて、武蔵村山市の副市長、ご挨拶をお願いします。 

【山﨑副市長】  

 改めまして、皆さん、こんばんは。ただいまご紹介をいただきました武蔵村山市の副市

長の山﨑でございます。本日はよろしくお願いいたします。本日、私どもの市長がどうし

ても都合のつかない他の公務が入っておりまして、代理で私のほうが出席をさせていただ

いておりますので、重ねてよろしくお願い申し上げます。 

 初めに、武蔵村山市の家庭ごみ処理の現状についてお話をさせていただきたいと存じま

す。可燃ごみ及び不燃ごみにつきましては、市内で収集後、小平・村山・大和衛生組合に

直接搬入をいたしております。資源物は、当市内の民間事業者の施設に搬入し、中間処理

を行い、売り払いを行っているところでございます。 

 その中で、資源物の多くを占めているプラスチック製容器包装及びペットボトルの２品

目につきましては、当市内の民間事業者へ委託により処理をしておりますが、委託先も、

民間事業者の都合や事情によっては、処理委託契約ができなくなる恐れもあるわけでござ
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います。 

 そこで、３市共同資源化施設において、行政が共同処理することにより、民間事情の影

響を受けにくくなり、安定した処理が可能となることが考えられておるところでございま

す。現在の焼却施設の更新を視野に入れた３市共同資源化事業は、廃棄物を将来にわたり

安定的に、継続的に処理していくために必要な施設でありますので、地元の皆様のご理解

をいただきまして、当事業を進めてまいりたいと考えております。 

 今日、ごみ問題は全国的に大きな課題であり、ごみの減量化・再資源化を市民の皆様と

ともに進めていく必要がございます。今後も小平市、東大和市、武蔵村山市及び小平・村

山・大和衛生組合の４団体が協力して、さらなるごみの減量に努めるとともに、３市共同

資源物処理施設整備地域連絡協議会の方々と協議を重ねながら、ご理解をいただき、３市

共同資源化事業による施設の環境整備等を行ってまいりたいと考えておりますので、何と

ぞご理解をいただくとともに、ご協力をお願い申し上げまして、簡単でございますが、挨

拶にかえさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

【邑上会長】  

 ありがとうございます。 

 続いて、衛生組合管理者である小林市長です。挨拶のほうをお願いします。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 皆さん、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。 

 小平市長として、小平市の現状を申し上げますと、これまで申し上げてまいりましたが、

小平市では資源物の中間処理につきましては、適正な処理の維持向上に向けた処理体制の

整備として、地方自治体の責務として、環境衛生の維持の面から、日々出される資源物を

含めた廃棄物を中断なく適正に処理を続けることができるよう、公的な施設として、平成

５年に小平市小川東町に小平市リサイクルセンターを開設をして、びん、缶、ペットボト

ル、プラスチック容器等の中間処理を行っております。 

 この施設につきましては、補修等を行って維持はしておりますが、既に老朽化が進んで

いる上、開設後のリサイクル品目の拡大等に伴いまして、現状の資源物処理を行うことで、

精一杯という状況にございます。新たな処理品目を拡大することができない現状にござい

ます。そのことから、現在はプラスチック製容器包装の一部、軟質系プラスチックにつき

ましては、ごみとして焼却処理をさせていただいている現状にございます。 

 今後ごみの減量を推進していくに当たり、軟質系のものも含めて、全量のプラスチック
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製容器包装の資源化は、小平市にとりましては、大きな課題となっております。そのよう

な中で、小平市では平成２６年３月に一般廃棄物処理基本計画を定め、この計画の重点施

策として、容器包装プラスチックの資源化推進を掲げております。 

 今回の３市共同資源化事業における３市共同資源物処理施設の整備は、３市におけるプ

ラスチック製容器包装とペットボトルの２品目の共同処理を行うことから、中長期にわた

って、安定的かつ継続的に全量プラスチック製容器包装の資源化を行っていくために必要

な施設であると考えております。 

 さらにこの施設ができることで、小平市の課題を含め、今後３市の市民の廃棄物処理に

おける不燃・粗大ごみ処理施設の更新やごみ焼却施設の規模縮小も可能になることから、

３市共同資源物処理施設の整備は、今後の３市における廃棄物の処理体制の維持に必要不

可欠であり、とても重要な施設と捉えております。ぜひ、資源物処理施設の受け入れにつ

きまして、ご理解をいただきまして、今後の不燃・粗大ごみ処理施設、ごみ焼却施設の更

新につなげていきたいと考えております。 

 続きまして、衛生組合の管理者として、今後の進め方を申し上げますと、３市共同資源

物処理施設の建設に当たり、協議会を設置していただきまして、１年以上の経過がいたし

ておりますが、これまでに必要性や立地などについて、丁寧な説明をしてきたつもりでご

ざいます。 

 このような中で、現在も施設建設に反対の立場がいらっしゃることは確認をいたしてお

りますが、一方で、容認の立場である方も含めて、さまざまな考え方の方がいらっしゃる

など、施設建設に関しましては、ご理解をいただいている方もいると認識をいたしており

ます。 

 全員の方にご理解をいただくことは難しいとは思いますが、さらに理解を深めていただ

くために、今後この協議会では本来の目的である施設の形、施設の姿や環境対策などにつ

いての具体的な協議をしていく考えでございます。皆様からご意見としていただいている

建設や運営に係るコストにつきましても、具体的な協議を進めていく中で、明らかにして

いきたいと考えております。 

 施設周辺住民の皆さんにおかれましては、３市地域全体の廃棄物処理を継続的に安定し

たものとするため、この３市共同資源化事業の推進にご理解をいただきますことを切にお

願いをし、小平市、東大和市、武蔵村山市の清掃事業を円滑に推進されますようご理解を

賜りますことを、小平市長として、また衛生組合の管理者としてお願い申し上げます。 
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 以上でございます。 

 

【邑上会長】  

 ありがとうございました。 

 ちょっと後になりましたけれども、今日は配付されている資料は、この次第だけかと思

います。次第だと、開会の後は、２番と３番、２番にごみ処理施設の計画等について、３

番で施設の姿に対する意見・要望についてということで書かれてはいるんですが、事前に

事務局のほうとお話をしまして、今回は３市長に来ていただけてますので、こういうふう

に項目で特に分けないで、直接いろいろ聞いてみたいこととか、そういう事をする場にし

たいなと話をしています。 

 注意点というか、お願いとして、いつも一緒といえば一緒なんですけれども、まず、質

問がある方は一応名乗っていただき、それと、どの方に質問をするのかということを明確

にしていただいて、あとは、なるべくゆっくり、はっきりとしゃべっていただく。なるべ

く要点を短めの質問で、なるべく明確なということでお願いしたいと思います。そのほう

が、後で議事録を確認する我々としても、楽になるかと思います。 

 あとですね、マイクをできれば使っていただければと。何でかというと、録音をしてい

るものを聞くときもそうなんですけど、議事録書く方も容易になるということで、できれ

ば、そういうふうに進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ですので、質問等、まず、いろいろ要望等あるかと思いますので、挙手をして、お願い

したいと思います。１人の方がずっとというわけにもいかないと思うので、ちょっと、順々

に、質問が幾つかある方は順番にかわりながら、進めていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いします。 

 どうでしょうか。 

【森口専任者】  

 本題に入る前で申しわけないんですが、前回、片山参事から、要綱は変更できるが、私

どもにも条件がありますから、それを合意しないと変えられませんという発言があったの

で、要綱について変えていただきたいと思うので、その件は、このまま私たちが何も言わ

なければ、その要綱を私たちから受けて、納得したというふうにとられると困りますので、

今日は市長たちが来ているので、要綱についてはしなくて結構ですが、次回お願いしたい

んですが、よろしいでしょうか。 
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【邑上会長】  

 今のお話は、要綱を変える場合に条件があると言っていたので、その条件は何かという

確認をしたいということでいいですか。 

【森口専任者】  

 もありますし、私どもにも条件がありますから、それを合意しないと、変えられません

という片山参事の発言だったんですけれど、今までの要綱の作り方というのは、私たちが

こうしてほしいというのを書くと、紙で組合からの回答はこれですよという回答をもって、

そのまま推し進められてきて、私たちは挙手して、合意しているわけでもないし、一つず

つにこれは納得ですねということもしていないんですよ。 

 こういう会議があるのは、要綱の上にあるから、とりあえず要綱がないと、進められな

いということで、第１回目が始まりましたけれども、ピンポンというか、やりとりの間で、

紙で、いつも、今回の、この意見と回答もそうですが、自分たちで回答を書いてきたら、

その回答を合意したかのように、全部それで推し進められて、書いてあることに、その場

で反論しなければ、全部納得したという進められ方をして、要綱についてもそうなので、

自分たちが行政として条件があって、それを合意しないと、変えられませんということだ

ったらば、その要綱についても、私たちが合意しなければ、各項目を進めてもらったら困

るので、そういう点について、お互いの条件を話し合いと、もう一度思っていますが、ほ

かの皆さんも、そういう意見の方があったら、ぜひ要綱について、きちんと、何回も要綱

のことで揉めていますので、やったほうがいいと思うので、ぜひお願いします。 

【邑上会長】  

 要綱について、合意したわけではないということだと思うんですけれども、それぞれご

意見があると思います。基本的に私もそれはそうだと思っているんですけれども、要綱が

ないと、協議会そのものが開けない、開催できないということだったので、まあ、後で変

えられるからということで、変えられるからという合意をしたと思うんです。もともとは

最初の要綱の一番最初に書いてあった目的から見直したいという話はあったと思うんで、

それは多分そのときから今も変わらないと思うんで、そのことはそうだと思います。 

 市議会などで、住民側と合意しているという言い方をしているようですけれど、それは

正しくないですよね、確かにね。なので、これは、今後続けるということでいいかなとは

思います。 

【小川専任者】  
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 グランドメゾンイーストスクエアの小川です。 

 この間の６月市議会で、松本課長が議会答弁で、要綱自体が私どもが一方的につくられ

たことはないと述べられていますが、これは押しつけられたものですよ。 

 なぜかというと、はっきりした合意もとらずに、その他の会長選任とか議事進行の進め

方を決めて、とりあえず会議をしていこうという、それにすぎないんですよ。多数決でそ

うしましょうということではなかったんですよ。だから、何回も、揉めたんですよ。第２

回、第３回までも、揉めたんですよ。それで、案が出て、いつの間にか案を取っ払って、

その要綱ができないまま、準備会で、第１回から進められて、その後に８月から始まった

んですよ。それでもって、要綱も仕方なく、その他の方法論で、合意したんじゃなくて、

結局は押しつけられたんですよね。 

 案を出しました。建設ありきじゃなくて、建設の是非も含めてやりましょうと言ったん

ですよ。それがなかなか取り上げられませんでしたよ。そういう結果を踏まえてやります

と、これは合意されたものではないと。その点で、今まで、また、要綱に沿ってやってい

るから、ここに集まった人の合意を得られた、理解を得られたというふうに、全部説明し

ています。広報『えんとつ』でも、協議会をやりました。その反対側、もう９割方が反対

の意見は全然載せていません。そうじゃないですか。 

 それから、環境衛生調査、これも、あなた方は、これをやらないと不利益になりますよ

ということで、建設の理解されたような形でまた報道されています。いろいろなところで、

そういう情報が入っています。 

 それで私、イーストスクエアの方では、あの、グランドメゾンのほうでは、環境衛生調

査をするのに、機器を設置してくださいと言われました。だけど、これは建設ありきで調

査するんだったらだめだと。そうでなかったら、それは環境衛生調査だからそれは反対し

ません。建設ありきでやっているから、建設に利用される。それで、環境衛生調査もして、

何か理解されているような、合意を得たような形になっています。 

 その前の会議で、これまで一切そういうことは利用しませんと言いながら、でも、結局

はそうなっているんですよ。これは何かというと、要綱でそういう問題が、建設ありきで

やっているから、それに利用されているだけの話です。だから、ここで、建設の方も含め

た要綱に変えるべきだと思います。私はそう思います。 

【邑上会長】  

 今のだと、意見ということでよろしいですね。 
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【小川専任者】  

 はい。 

【邑上会長】  

 要綱についても、合意したわけではないということと、『えんとつ』などの広報でも、正

しく広報できていないよということですよね。そういうことでいいですよね。 

【小川専任者】  

 はい。 

【邑上会長】  

 はい、わかりました。 

【松本課長】  

 私も意見を言っていいですか。 

【邑上会長】  

 今のに対してですね。 

【松本課長】  

 今のに対しまして、１点目の要綱の関係で答えますが、要綱については、具体的には小

川さんがおっしゃるのは、そもそもの目的のところのお話がウエートが大きいんだと思う

んです。ただ、現実問題として、会長、副会長の選任時に、特に副会長、地域委員でもで

きますみたいな。地域委員の中の、要するに、代表で出ていない専任の方もできる。そう

いったところについては、少なくても合意ができて、一部改正をしているというふうに私

たちは思っていますので、要綱全てが押しつけているとうふうには思っていないというこ

とが１点です。 

２点目です。大気質の調査の件ですが、当初、私たち４団体は、４地点を想定して計画

しているというお話をしました。その際に、５地点目で高さをということは、私どもから

の提案ではなく、皆さん側からの提案だと私たちは認識しております。したがいまして、

その辺についても、事実関係という点では、私どものほうは言い分があるということでよ

ろしくお願いいたします。 

【森口専任者】  

 センタースクエアの森口です。市長たちが来ているので、市長たちとお話をしたいんで、

短めに切り上げますけれど、松本課長は市議会でもそのように話されましたけれども、要

綱については、この会議の中で悪用はしないということを、短めに言いますと、簡単な言
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い方で言わせてもらうと、悪用はしないと、賛成しているような使い方はしないというこ

とを私が発言したと思います。そのときに、そういうことはしませんというという回答を

いただいたので、私たちのほうが皆さんより大人ですので、ここでほかの方の迷惑になら

ないように、そのまま進めています。 

 それが、現実にそういうことを裏切って、いろいろなところで、ここがやっているから、

合意しているんだっていう使われ方をしているから、こういう事態になっていますし、地

域環境調査についても、こちらのほうのそもそも論もやるし、建設についてのことも一緒

に両輪としてやっていくということが、分科会で集まったときに、集まった方々も、皆さ

ん、そうですねという返事をしました。 

 その上でやっているのに、片側のそもそも論だけは、この場ではやらせない。分科会も、

下部組織としては認めないっていうことがわかりましたし、その後に片山参事のほうから、

都市計画決定をするに当たって、環境影響調査の結果をもって説明したということにして、

進めるという話がありました。 

 環境影響調査が説明すれば、通るということではないし、これから今日は市長たちにい

ろんな質問をさせていただきますけれども、そういうことを質問したり、あれしたりする

ことで進んでいかなきゃいけないのに、環境影響調査の説明をすれば、それでもう済んだ

ことにして、都市計画決定を進めるという話がここの場でありましたので、そんなことに

使われる都市計画決定には協力できないねっていうことで、それまで協力しようとした気

持ちが、ああ、また使われていたんだな、私たちいいように。ということになりました。 

 それで、この場ですけど、小平市長に質問していいですか。用地とか、そういうことに

ついて丁寧な説明をしているということで、今、挨拶のときにされましたけれども、この

場は、説明を聞く場じゃなくて、協議会という場になっていますね。協議会でよろしいで

すか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 私からではなくて、協議会の会長がおられるので。 

【森口専任者】  

 でも、今、丁寧な説明をしてきていますね、何回も。ということで、小平市長が挨拶で

おっしゃったので、小平市長にお聞きしています。この場は、丁寧な説明をして、私たち

が説明を聞きましたという場ではなくて、協議する場なので、そもそも論と私たちは呼ん

でいますけど、そういうことについても協議ができればなと思っているんです。 
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 なのに、一方的にいつも組合からは、組合の職員の方たちっていうのは、みんなが回答

して、もう回答でまとまったときの、例えば基本構想の回答とか、回答出ていますよね文

書で。それを読み上げるだけの回答しか、彼らはできないんです何も。この場で何回も説

明しているということは、私たちが幾ら聞いても、お経読むみたいに、書いてあることを

読んでくれるだけなんですよ。 

 そういうことのやりとりが多くて、ここの場所でも時間とっていますし、協議ではなく

て、その説明のために、本当に何回も書いてある、通り一遍の説明を読むために時間をと

っているような状況です。 

 それが、もしここで、小平市長がおっしゃるような用地や何かについても、ここで丁寧

な説明をしているということだったら、ここで使うべき時間ではないし、私たちは協議と

して進めたいのに、もう書かれている、通り一遍の説明を、何度でも組合の方たちが読み

上げることで、ここで労した時間は多いと思いますので、ここで説明したから、進めさせ

てくれっていうのはおかしいですよね。協議する、話し合いをするから、進むもので、説

明だけ何回でもして、もう洗脳教育されているかのように、同じことをずっと聞かされて

いますので、今日、市長たちは何の目的でいらっしゃいましたか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 質問はどっちですか。 

【森口専任者】  

 質問は、まずこの場は説明をする場じゃなくて、協議をする場でよいですねということ

が１点。そして、今日の目的は、市長たちがいらっしゃるときというのは、例えば、ここ

の協議会で説明があったのは、節目があるときにいらっしゃるということだったんです。

節目があるときというのは、何か決まったことがあって、じゃあ、次に進めるってときじ

ゃないと、市長たちはいらっしゃらなくて、市長がいらっしゃったときっていうのは、こ

こはもう皆さんやったということで、押し切った、出たということで、名目を立てて、市

長が参加したんで、これで説明責任を果たしましたよっていうことで、また次の何かを始

める目的でいらっしゃったのかなっていうことの２点をお願いします。 

【邑上会長】  

 お願いします。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 協議会については、会長さんがおられますから、会長さんを越えて、私が何か見解を述



- 13 - 

 

べるということは差し控えたい。もしなら、会長さんにお答えていただいたほうが、それ

は適正だと思います。 

 それから、３市長が来るときというのは、我々は細かい事務的なことは聞いてはおりま

すけれども、的確にお話しするということであれば、事務方のほうがより明確に、正確に

伝えられるということですから、我々よりも、ですから、事務方のほうが細かく説明がで

きますので、そういう場は、我々がいてもですね、十分、いなくても答えられるというこ

とです。 

 それで、今日来たのは、１つは、この間ずっと事務的な説明をしてきましたし、我々も

その様子を見るということもありますし、また、大きな方向性でいえば、先ほども私のほ

うからお話ししましたけれども、１年あまりもやりとりをしてきましたので、今までも申

し上げてきましたけれども、より具体的な形でですね、いろいろ皆さんが懸念をされる中

身というのは、施設の内容であるとか、環境の対策、皆さんご心配されている内容からす

ると、こういった具体的な絵とか、心配される環境対策みたいなものをより進めることで、

もっと皆さんの議論が深まるのではないかというふうに思っております。 

 そういう意味で、そういう思いを皆さんにお伝えをしたいということで、３市が今日は

参加をさせていただきました。ですから、そういう大きなところでのやりとりを、ぜひ私

どもに聞いていただければというふうに。 

【光橋専任者】  

 プラウド地区専任者の光橋と申します。よろしくお願いします。 

 先ほどの話から、要綱の話から揉めておりますけれども、私どもプラウド地区は、今回

の施設の建設は反対の立場です。初めから反対の立場なんですけれども、ここの協議会が

建設を前提にした話し合いということになっておりますので、反対の立場からすると、こ

こに参加していること自体がおかしいんですけれども、協議会が始まる前の説明で、ここ

の協議会は、出席されなくても、出席された方だけで意見を聞いて、話が進められてしま

うというようなことを言われましたので、もう建ててしまうという前提であれば、勝手な

賛成派だけの方の意見で、適当な施設の姿、環境の整備で建てられてしまうのはまずい、

近隣の住民としては、非常によろしくないので、やむなく参加させていただいているとい

う立場です。それでも、構わないかという話で協議会に伺ったら、それでも構わないとい

うお話なので、参加させていただいております。 

 私自身は、施設が必要性と安全性とコスト面で、やむなしという判断が、説得されれば、



- 14 - 

 

賛成もやぶさかではないということで、会議の始めのほうに申し上げておりました。ぜひ、

協議会でも、そういう反対の立場の方にも、そういう、先ほど小林市長が言われた丁寧な

説明をやっていくということを言われましたので、私は反対の立場として、その説明を聞

くがために、この協議会に参加させていただきました。 

 １年ちょっとですか、もう１７回ですから、１年５カ月、ところどころ欠席もしており

ますけれども、ほとんど参加させていただいて、その丁寧な説明というのを伺おうと思っ

て、聞いておりました。確かに今回の施設と似た近隣の施設の見学会が３回あったんでし

ょうか。そのうちの１回は最終施設と再生処理工場の見学でしたので、実質、似たような

施設は、２回、平日会社を休んで参加させていただきました。 

 その、丁寧な説明の内容というのを、市長はわかっていらっしゃるのかなと。確かに似

たような施設の見学会に行きましたけれども、今回の我々のような、施設の近くに住宅地

が建っているようなところは、全然ありませんでした。ゴルフ場とか山の中とか、周りが

田んぼの中にあったりとか、こんな近くにマンションが建っているようなところとか、隣

に老人ホームがあるとことか、市民広場があるようなところは１カ所もありませんでした。 

 勉強会も開催していただきました。勉強会は、害のあるＶＯＣですか、そういうのが、

１４物質が既に見つかっておる、認められていると、実験で。そういうのは確実に出てく

ると言われて、ただ希釈すれば、薄くなれば、大丈夫なんですよと。今回の施設も、ちゃ

んと抑えることができますよということは、口では言っていただきましたけれども、見学

に行ったところも、必ずにおいが出ておりましたし、やはり抑えられることはできないな

ということが確認できました。 

 ですので、行ったところ、教えていただいた、習ったところをみると、やはり、今回の

施設をこの場所に建てることっていうのが、確実におかしいよねということが、丁寧に説

明されたと思います。そういうようなことで、形ばかりの丁寧な説明っていうのを、中身

も確認せずに、現場の人に任せて大丈夫なんでしょうか。全く逆の方向の意見しか、私は

持ちようがなかったんですけれども、そういう状況で、今回の協議会は、施設の姿とか、

環境の整備とかを意見を募るとおっしゃっていますけれども、今ちょうどオリンピックの

国立競技場のほうの施設の問題が出ていますけれども、あれも、先に施設の姿、デザイン

のほうが先決めちゃったものですから、コスト面が今、問題になっています。まるでうち

の施設の話のようにですね、姿の形から先に入って、後からコストでも考えるんでしょう

か。反対じゃないでしょうか。ちゃんと予算とか、可能な範囲を決めていただいてから、
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そちらから、どういう施設の姿の可能性があるとか、環境がこんな形になるということで、

幾つか提案していただいて、やっていただくならまだしも、先に意見だけ言わせるという

ことは、やはり市民の意見を聞いているというアリバイづくりのような気がします。やは

りここで、先ほどの要綱の話も出てましたけれども、やっぱりそもそも本当にこの施設を

建てる必要があるのか、そこから話を進めないと、我々反対の派のほうは、いつまで経っ

ても、この施設の姿や環境の話をする気にはなれませんし、今のような意見をぶつけるし

かないないんです。 

 先ほど、小林市長は全員の方の理解は難しいと、もう既に賛成、理解を得ることは諦め

たような言い方をされていますけれども、近隣の我々反対派の立場の意見は無視されるん

でしょうか。そこら辺をぜひ聞かせてください。 

【邑上会長】  

 基本的には要望というか意見で、今、質問としては、最後の部分でいいんですか。どう

します？ 

【光橋専任者】  

 そうです。最後の部分です。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 こういった施設というのは、なかなか、地元の人たちが受け入れをしたいと言って、要

望されて、建設をするということは、現実的にはなかなかないということは正直なところ

であります。今、既に稼働しております小平市の焼却施設の周辺には、住宅がございます。

今でも反対はあります。もう何十年経っていても反対はあります。武蔵野方式とよくこの

場でも言われまして、武蔵野でも、私の知っている方はまだ反対をしております。ですか

ら、なかなか全員がもろ手を挙げて賛成してくださるということはなかなか、我々は、全

く問題なく、誠意を示してはいるんですけれども、ただ一方で、我々も三十数万人の毎日

出るごみの、あるいは資源物を減量化して、できるだけ焼却を減らして、資源循環型の社

会を目指していこうと大きな公約を実現していかなきゃいけない、そういった責任もある

わけであります。 

 ですから、そういう、現実になかなか全員が受け入れられないということが承知はしな

がら、一方で、その努力をしながらも、現実に出てくるごみを、市民の皆さんに迷惑をか

けないで、安心して生活していただくという現実的な責任も負っております。 

 ですから、建設ありきとおっしゃられましたが、我々が考え得る最善の策として、提示
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をしているわけであります。ですから、これは計画ありきって言われれば、そういう捉え

方もなくはないんですけど、ただ、我々が示せる案として、これが最善だと。 

 もし皆さんの中で、ここがいいとか、こういう施設がいいという、私たちが示している

案以上のものが出れば、私は、それはそれで、１つの検討の対象になると思います。それ

は入り口のところで、手続の問題だけやっていると、我々は具体的に絵が示せないんです。

先ほどＶＯＣの話もされましたけど、こういった対策の具体的な提案がなかなかできない

ということを申し上げているわけであります。 

 ですから、丁寧な対応はこれからもしていきますし、毎回私たち３市が、３人が出ろと

言われると、なかなか難しいですが、こういうことが聞きたいということであれば、我々

は、少なくとも私は、できるだけ最優先して出るつもりでおります。 

 以上です。 

【邑上会長】  

 ありがとうございます。 

 ちょっと進んできたんですけれども、私も言いたいというか、補足したいなと思います

ので、少し言わせていただきたいんですけども。 

 最初のほうにあった市議会での報告や広報について、特に生活環境影響調査については、

住民と合意して進めていますよというような感じの説明を、多分、市議会ではしています

よね。もともとは、この調査についてはやりたいと。いろいろ心配だから、高さ方向もと

りたいねということで、それは確かにこちら側の要望を受け入れていただいていることは

間違いないですね。 

 ただ、調査をやるのは、施設建設を含めて、いいからやろうとは、多分、協議会にいた

人は誰も言ってないですね。なので、そういう説明をするのは、市役所側のほうは、ちょ

っとやっぱり誤っているというか、正しくないと思います。ちょっと、知らない方もいる

と思うので、そういうことがまずあると思います。 

 なので、高さ方向を調査するということは、こちらの要望を取り込んでいるのは間違い

ないです。ただ、合意しているというのは、全部、全て、要望も含めて調査について合意

しているわけではないですね。それは、市議会や『えんとつ』では出てこない、意図して

出てこないと思いますけれども、出していないことなので、補足したいと思います。 

 あとは、その後で、説明の話で、丁寧な説明という話があったんですけれども、確かに

何度も同じ説明を丁寧に説明していただいているので、そこだけとれば、丁寧な説明は間
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違いないですね。ただ、こちらが聞いたことに対して、ちゃんと回答しているわけではな

いというのも間違いないです。なので、ちょっとギャップがあるなということを認識して

いただければと思います。 

 最後の光橋さんは反対派という言い方をされていたんですけれども、実は光橋さんは、

本当は反対派ではないんですね。もともとは、やむなしであれば、賛成するということを

当初から言われていたんですけど、賛成に至る内容が一度も提示されていないというので、

反対になっちゃってるっていうことです。これも最初からそういうことで進んできていま

すので、そういうご理解をしていただければと思います。 

 最後に、小林市長からすごくいい回答があったなと思ったことは、住民側からよい案が

提示されるならいいなと。私参加するとき、一番最初から言っていたんですけれども、そ

れはやりたいなと思っていますので、そうすると、そもそも論につながるなと思います。

と私は思いました。 

 じゃあ、続くということで、ほかの方あれば挙手をお願いします。 

【山崎専任者】  

 クロスフォート玉川上水の山崎です。 

 今、会長が言われたように、そもそも論で、住民の声をというような話がありましたけ

れども、こういう話を、確かに今、小平市長おっしゃいましたけど、住民説明会をやる前

に、そういう説明、そういう話って全然ないですよね。本来だったら、計画をつくる前か

ら、そういう住民の声を聞く場をつくるべきだったんではないですか。こんなに進んじゃ

ってね、今ごろになって、住民のアイデアがあれば、いいものがあれば、それ使いますよ

と言われても、遅いでしょう。住民説明会をやる前に、そういう提案をしてくださいよ。

今頃になって、どうですかと言われても、困るでしょう。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 会長さんうまく整理したというか、誤解されているようなところがありますが、そうい

うことを言ったんではなくて、我々は、いいところがあればって、１０年も２０年も議論

していたんでは、今、持っている施設が、更新時期を超えてしまいますよね。 

 ですから、我々はそういう制約の中で、今、我々が事務方でいろんな検討をした中で、

今のところが最善であるということであって、皆さんは、ここがいいとか、ここが悪いと

かということは、あまり聞いたことがないし、もっと一般の人たちからの声を広く集めて、

こういう、まあ、なんていうのか、一般でよく言われるような話ですよね、広く市民の声
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を聞いてっていうのがあるけど、施設の性格上、より具体的に、我々はとにかく最善の案

を出しているわけでありますので、我々はこれ以上のものはないという自信を持って出し

ているわけであります。ですから、皆さんのほうで、ここで、地元の人も全部合意してや

れるということであれば、そんなことは我々はずっとやってきたんですよ。 

 ですから、そういうことを言っているじゃなくて、そういう具体的な案を出して、そも

そも論の入り口みたいな話で空転して、もう１年経っているわけですよ。ですからね、い

い案だなどと言われて、私は、ちょっと誤解しているんではないかと。みなさん、もし、

そんなことがあればですね、この場で出してもらえればいいと思いますけど、我々は、少

なくとも今の以上のものはないと思っております。 

【邑上会長】  

 ほかの方がいれば、優先、先にしたいですけど、どうですか。 

【松本課長】  

 会長、ごめんなさい。 

 先ほど来のやりとりの中で、会長がまとめていただいた中で、１点誤認かなという点を

済みません。 

 １点は、要綱の一部改正を経た中で、今、要綱が設置されている点。それともう１点は、

大気質の調査の点、この実施の計の２点で、この２点が進んでいるから、私ども市議会に

おいて、住民の皆さんの理解が得られているという答え方をした記憶はございませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、あと、もう１点が、今のこの実施方法が最善であろうという話の中で、他の選

択肢があればという点であるんですが、これにつきましては、２年前に８月ですか、東大

和市中央公民館のホールで説明会を実施した際に、私どもの尾崎市長のほうが、代案のほ

うがもしあれば、提示してくださいというお話をさせていただいているかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

【山崎専任者】  

 住民説明会の前に言ったという話だったんです、お願いは。 

【邑上会長】  

 せっかくなので、今の松本さんの説明について、私はそのときに市議会は、直接傍聴は

していないんですけれども、傍聴している方はいらっしゃるかと思いますので、今の説明

に対して、正しい、正しくない、言えますか。 
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【森口専任者】  

 賛成、反対の方は、反対がないわけではありませんが、協議会でやっています、協議会

が要望に則って進んでおります。協議会では、皆さんの意見を聞いて、協議会の会議録を

載せてくださいという意見も聞きました。協議会の会議録というのは、協議会の要綱に則

ってやっているものでありますから、皆さんは協議会に同意しているものでありますとい

うことを述べるのと、多分、おっしゃるときに、反対の人はいますけど、みんながそうい

うことで、要綱を納得した上で、この建設するということに対して、ここの方が参加して

いますっていうことの言い方が、もうここをやっていますから、反対の人がいますではな

くて、反対の人もいますけれど、みんなが賛成したという形で、要綱は皆さんが納得した

上で進んでいるんで、建設は、建設ありきの協議会が動いていますっていう言い方を、ど

この場でも行政側はされていることだと思います。嘘は言っていないけれども、受け取る

側が賛成ととれるような言い方を何でもされていると思います。 

【邑上会長】  

 わかりました。ごめんなさい。そのように、やっぱり受け取られるような言い方をして

いるんだろうなということで。 

【松本課長】  

 会長、申しわけございません。 

 私が言いたいのは、要するに、あくまでも要綱とか、個々の事例を出しただけであって、

それをもってして、施設建設は容認したという使い方はしていないと言っているわけです。

よろしくお願いします。 

【邑上会長】  

 ごめんなさい。ちょっとその辺を。多分、市議会を傍聴していない人がほとんどなので、

話をやりとりしたほうがいいかなと思いましたので、少しやりました。 

 はい、じゃあこれは、今一旦切って、じゃあ、ちょっと、まだ発言されていない方。 

【坂本代表者】  

 グランドメゾンウエストスクエアの坂本と申します。 

 今、小林市長のおっしゃったことについては、市民との意見の随分乖離を感じるんです

ね、ずれていると思います。これまで協議会では施設建設について、衛生組合側から、我々、

代表者等に対して、理事者のメッセンジャーとして、熱心に説明されてきましたが、内容

等については、矛盾や齟齬だらけで、とても地域住民の理解を得られるものではありませ
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ん。それは、この施設を建設することによって、市民に対して著しく責務相反、利益相反

することが未然に察知されるからです。 

 その要因として、第１に、ＶＯＣを初めとする環境影響への心配が払拭できないこと。

第２に、廃プラ等の車両運搬で、交通渋滞や生活安全が脅かされ、周囲に著しく環境悪化

をもたらすこと。第３に、不要不急な箱物をつくることにより、市民に今まで以上の財政

負担を強いること。以上、毎回の協議会で、この３点に焦点が絞られてきたように思いま

す。 

 ご存じのことと思いますが、我々、代表者等は、マンション管理組合の理事長や自治会

長等で構成され、それぞれの住民から負託されて出席しております。我々のマンションで

も１００％絶対反対という意見で、施設を建設するために、必要な肝心かなめの合意や同

意は全く得られておりません。 

 私どもの管理組合では、どうしても施設を建設するというのであれば、市民に多額の財

政負担を強いることになるので、計画の責任者がイニシャルコストとして、今、計上して

いる予算額１７億円に対して、例えば、入札価格が２０億円をオーバーした場合、その１

割の２億円、それと、ランニングコストが現在の歳出額よりも増加した場合、増加分の１

割を１０年間にわたって、今の３市市長に負担していただき、残りの９割を３市市民で負

担いただくのが相当であるという意見がありました。 

 総括した結果、建設に着手した場合、３市市長の責任として、応分の負担を約束してく

ださい。このことは、３市市長の責任者としての自覚と無責任な決定を防止する、いわゆ

るリスクアセットを担保する最低限の条件であり、現在、対象の廃プラ等が問題なく処理

されている事実を踏まえ、なぜ巨額の費用を投じて、施設建設しなければならないか、将

来にわたって大きな禍根を残さないために、一度リセットして、そして、市民の納得のい

く十分な説明責任を果たした上で、焼却炉の更新を含めて、全体的に検討すべきであると

いう意見。 

 以上のことについて、その覚悟のほどをどうお持ちかどうか、３市長にお答えいただき

たいと思います。 

 以上です。 

【邑上会長】  

 ありがとうございます。ちょっと、大分長かったんですけど、要点としては、例えばそ

の、３市長も負担をしてくれと。 
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【坂本代表者】  

 そうです。もう責任者ですから。 

【邑上会長】  

 簡単に言っちゃうと、そういう感じですか。 

【坂本代表者】  

 欧米では、ノブレス・オブリージュといって、それなりの市長とか、そういう地位にあ

るものは、絶対そういう独立的な義務があるわけです。だから、それを言っているわけで

す。だから、そうやって決めるからには、市民が税金を負担するわけですから、それ同様

の応分の負担をしてほしいということです。覚悟はありますか。 

【邑上会長】  

 いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

 ３名それぞれにということですか。 

【坂本代表者】  

 それぞれに。 

【尾崎市長】  

 負担しろということですけど、１つの事業として、３市の資源物施設を建設という形で、

私自身は判断をさせていただいて、２品目でならということで進めてきたわけでございま

すけども、その事業を、東大和市として、全体として、ごみ行政、安定処理という意味で

必要だと考えて、進めているわけでございまして、個人で負担しろという考え方は、私自

身は考えてもいなかったです。それ以外にも、いろんな事業を進めていますけれども。 

【坂本代表者】  

 いや、決めるからには、責任をどうとるかという話です。 

【尾崎市長】  

 それらのことについて、全てを個人的に負担しろという考え方は、無理があるかなと私

自身は思います。 

【坂本代表者】  

 だったら、やらなければいいじゃないですか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 そんなことを言ったら、公共施設を全部つくれなくなる。公共施設を全部市長が負担し

たらね、市長なんかにそんな暴論を吐かないでくださいよ。 
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【岡田専任者】  

 坂本さんそれは失礼だよ、そんな言い方するのは、そんな言い方をするのは失礼です、

市長に対して。 

【坂本代表者】  

 失礼じゃないです。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 失礼だよ。公共施設を全部市長が負担したらなんて、お金持ちが市長になれと言ってい

るんですか。 

【坂本代表者】  

 逆に言えば、それだけ精査して、１７億円とか出しているんですか。例えば３７億円と

かになった場合に、どう責任とるんですか。 

【小川代表者】  

 責任の取り方でしょう。 

【邑上会長】  

 まずは、今の質問に対して、私財を投じる、そういう負担をする覚悟はあるのかという

ことに対して、そういう考えはないという、まず１つです。一応その質問に対する回答で、

とりあえず１点お願いします。 

【尾崎市長】  

 今言った、３億だか５億だかって上乗せされてしまってはということですけれども、給

食センターは、当初、計画で出した上に５億円か６億円ぐらい上乗せせざるを得なくて、

進めていますけども、やはり、そういう部分は、社会情勢の変化だとか、そういう中で、

そのようなことは起きる可能性は当然あるかなとは思いますけれども、ただ、できるだけ

計画に則って、それに沿った形で進められるよう努力すると、これは必要だなとは思って

います。 

【山﨑副市長】  

 武蔵村山市ですが、両市の市長もおっしゃっていますけれども、行政、色んな施設の建

設やいろいろな仕事をしていく中で、最終的には団体として責任を負うものと、市長個人

が責任を負うものというふうには分けられると思います。 

 ただ、この仕事そのものが、今の状況でいきますと、人件費は高騰しておりますし、資

材も高騰しております。武蔵村山でもいろいろ事業をやる中では、昨年実施計画をやった
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ものが、今年はもう予算が追いつかない、契約の段階で不調になって、事業が進まないと

いう状況もございますので、今１７億が２０億になったらどうするのかというお話になり

ますと、それはなかなか先が見えない状況があるわけです。 

 その部分の責任をとれという話は、私どもとしては、今お答えするのは非常に難しいと

思いますけれども、ただ市政を運営していく中では、市長が常々最高責任者としての覚悟

を持って、仕事はしているといふうにご理解いただきたいと思います。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 責任のとり方でございますが、私は２年前に当選をさせていただきまして、特定の人か

ら推されたということではなくて、１８万７,０００の市民の皆さんから選んでいただいて

おります。選んでいただいたと同時に、その責任は常に感じております。 

 役所というのは、この３人は選挙で選ばれていると同時に、一方で、議会というものが

あって、それも直接市民から選ばれて、小平市では２８人、ここの小村大も一部事務組合

という組合事業ですね、１つの事業を３市で共同してやりましょうということで、行政か

ら一部取り出して、事務組合にして、そこに３市から、議会から派遣された組合議員が４

人おりまして、１４人で我々が提案したものを全てそこで審議をして、ごめんなさい、１

２人おりまして、そこで同意をいただいて、仕事をしておりますので、私が管理者ですか

ら、私が何か決めて、全部やっているということではなくて、我々は提案をする責任があ

ります。 

 三十数万人の人たちが、日々、毎日ごみが出ているわけです。それをできるだけ減量化

して、資源化をして、焼却をする量を減らして、地元の人に今でも反対があります、燃や

してる訳ですから。車もものすごい数が来ています。その人たちに再びそこで更新をする

ということでありますので、それは、やっぱり地元の人たちにも、資源循環型社会を目指

すんだということを具体的な形で示していかないと、更新はなかなか理解が得られない。 

 そこで、我々は、皆さんはいろいろご意見があろうかと思いますが、多くの人たちの責

任を負ってやっております。ですから、我々が責任をどうとるかということであればです

ね、私は２年後の選挙ですけれども、出るか出ないかわかりませんけれど、そこでだめだ

ったら、落としてもらえばいい話ですから、それは、我々は、市民の皆さんに負託をされ

てやっているんですから、責任も、そして、権限も持っております。それを同時に持って

おります。それは常に本当に身にいつも重くのしかかって仕事をしている。今日も随分、

そういう意味では、責任を持って我々は参加しております。 
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 以上です。 

【森口専任者】  

 いいですか。 

 今、小平市長からは、中島町、焼却炉の皆さんに納得していただいて、更新をするため

にもということをおっしゃっていますけれど、ここも焼却炉の近くの住人だっていうこと

を納得してらっしゃいますか。桜が丘と中島町の１番地ですか、あの辺とは５００メート

ルだか、６００メートルしか離れていない場所です。 

 そこのところなのに、いつも小林市長のお話を聞いていると、あそこの方は皆さん、あ

そこの方の皆さんが、これから焼却炉を受け入れるんだから、あなたたちもここに資源物

施設を受け入れないと、向こうの方が納得しないんだよという言い方になるのがおかしい

と思います。 

 ここの方と向こうの方を差別しないっていうことが、陳情で通っております。衛生組合

における焼却炉の周辺住民についての情報格差是正についての陳情、趣旨が、衛生組合は、

焼却炉周辺の住民として扱う小平、立川市民とその周辺住民として扱われない東大和市民

の情報格差を是正し、当該東大和市民を焼却炉地域住民として同様に取り扱うことってい

うのが、今、小林市長がたくさんおっしゃったように、衛生組合の議員の中で、採択され

て、通っております。 

 それなのに、小林市長は何かにつけて、私たちと向こうの方を分けます。そして、平成

２５年８月２０日の３市共同資源化事業に関する説明会のときにも、ダイオキシンには、

ベトナム戦争で奇形児が生まれた枯葉剤問題があり、多くの皆さんの中には、その恐怖が

あるから、サーマルリサイクルを我々が受け入れるのは難しい。これはサーマルをやった

らどうかっていう話のときに出たことです。 

 そして平成２５年１１月の衛生組合の定例会では、中野しのぶ議員が、２３区のように、

プラを燃やす選択をすれば、廃プラ施設は不要になるのではないかという質問に、ダイオ

キシンが出る問題があり、焼却炉周辺、その前に中島町のお話がたくさんありましたので、

中島町の住民が、中野議員の話を理解するかどうかっていうことで、とても中島町の住民

の立場に立って、中島町の住民がダイオキシンが怖いと言っているから、サーマルは選ば

ないんだということを、２回にわたって、公式の場でお話されています。 

 ところが、私たちもダイオキシン怖いと言っているんです。ダイオキシンのところに、

さらにＶＯＣが出るようなものが、ここに来るのは嫌だと言ってます。このことは、私た
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ちが怖いんですから、ＶＯＣが出るということが、ちゃんと中島町の線路の向こう側の方

のところに届けば、その方だって、中島町の方だって嫌だと思います。 

 それなのに、小平市長は、こっちのほうにだけには、小平市長じゃないですね。小平市

長はちゃんと中島町の味方に立って、中島町の方々の恐怖を心配されて、そういうふうに

おっしゃっています。ところが、衛生組合の職員の方たちは、私たちに言うのは、ごみ処

理施設は、焼却炉に関しても、廃プラ施設に関しても、基準を遵守して運営するもんだか

ら、安全だとおっしゃっています。安全だから受け入れろっていうことを、私たちに、ダ

イオキシンなんて出ていませんと、ＶＯＣも大丈夫です、そういう施設をつくりますって

いう説明をされています。 

 ところが、小林市長の一番根底の考え方には、ダイオキシンが怖いって中島町の人が言

っているから、サーマルはしないんだよということを、公式の場で２回も発言されていて、

何で私たちが怖いって言っているものに対しては、それだけの理解を示してくださらない

んだろう。中島町が怖いって言えば、それは大変だね、じゃあ、サーマルはやめようねっ

ていうのが、１番の管理者の考え方にあって、私たちがこれだけ怖い、怖いっていろんな

ことに対して言っているのに関して、小平市長がおっしゃったんじゃなくて、職員の方々

は、私たちには、安全だから受け入れろと言っている。 

 まず、その２つの点が変だっていうことについて、１点は、中島町の人たちと私たち、

近くの住民を分けないでほしいっていうことが１点。 

 この話をすると、いつも出ることが、車がたくさん通っているのは、中島町周辺の住民

だから、どうなんだって話になると思います。車の量に関していえば、中島町に一番迷惑

をかけているのは、小平市民の一番多い車なんです、量として。もう、それは、もう小平

が全体量の半分、大ざっぱに見積もって、東大和と村山が半分ずつです。それで、中島町

の方に一番迷惑をかけているのは、順当に言えば、小平市民なんですよ。 

 そういうことをはっきりしないで、東大和が受け入れないからといって、東大和を敵国

のようにしとけば、話がそれるような言い方で、中島町の方に私たちに敵意を植えられて

も困りますし、中島町と私たちは腹を割って話せば、５００メートルしか違わないところ

の方ですので、話し合いがつくと思っているので、話し合いたいっていっても、なかなか

話し合わせていただけない状態ですし、中島町の女性の方が、数年前になりますが、二十

何ページかある分厚い意見書を、衛生組合の派遣議員の方に送りました。中島町１番地の

方でした。そういうことをご存じですか。中島町の方も、こんな近くに建てるなと、自分
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たちのところは煙突もあるし、そういうものがあるのは困ると言っている方もいます。 

 現に中島町の説明会のとき、こちらまで出てきて、意見を述べられる方はいつも同じ方

で、東大和に受け入れてくださいって言っていますけれど、それを言っている方は、本当

にその方１人だけで、中島町のほうの方は、こんな近くだったら、東大和の中でも、ここ

はひどいだろうと言っている方がいます。そして、また、そういう意見書を衛生組合の派

遣議員の小平市議会議員の方に提出されています。それはぜひ小平議員の方に聞いて、受

け取ってほしいので。 

 話が飛びますが、あと、中島町の方のことを心配されているんだったらば、プラ、軟プ

ラもう燃やして、もう何年にもなりますよね。ダイオキシンが出るから、ダイオキシンが

出るからと言っているんだったらば、一番最初にどういう方法をとってでも、それをなく

してあげてるんだったらわかりますけれども、口先だけで、自分たちのところだけはまだ

燃やしてて、ダイオキシンが出ているからということは、詭弁でしかないと思うんですね。 

 車の量に関しても、話が飛んで申し訳ないですけど、車の量は、そこの前を通るのは… 

【邑上会長】  

 ちょっと待ってください。大分長くなったので、区切っていきたいなと。 

 最初は小平市長への質問というか、要望とかでいいですかね。焼却炉が近い中島町の住

民のことはすごく考慮しています。桜が丘も焼却炉に近いです。同様に扱ってほしいって

いう言い方があったと思うんですけど、それは、扱ってほしいんですけど、どうですか、

扱ってもらえませんかっていう問いかけでいいんですか。 

【森口専任者】  

 問いかけですし、陳情が通っているんで、扱ってくださいです。 

【邑上会長】  

 では、そういう要望をしたということでいいですね。１点は、それで。 

 １個ずつ切って。 

 その続きは、いっぱいあったので。 

【尾崎市長】  

 済みません。今いろいろと森口さんのお話を聞かせていただきましたけれども、私も、

東大和、小平市、武蔵村山市、３市、昭和４０年から組合を形成しまして、やってきてま

す。 

 そういった中では、一時はぐちゃぐちゃした時期もありましたけれども、ほとんどの期
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間は、互いに協力をしながらやってきたかなというふうには思っています。ですから、敵

国というのは、言葉は、あまりふさわしい言葉ではないかなと思いますので、ちょっと感

じましたので。 

【坂本代表者】  

 会長、よろしいでしょうか。 

【邑上会長】  

 ちょっと待ってください。 

 同様に扱ってほしいということに対してはどうですか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 今日は、私は管理者という立場と小平市市長という立場があります。私は選挙を何度も

やっていますから、中島町で演説していると、必ず出てこられる人たちは、建て替えにつ

いて、地元は、ずっと何十年、昭和４０年から、皆さん何年にあそこに住まれたかわかり

ませんけど、昭和４０年からやっておりますので、あそこのときは、今、皆さんが住んで

おられるところは、多分何もなかったと思うんですけれども、その時代から小平市はやっ

ております。 

 ですから、そこに住んでおられる人たちから見れば、もう何十年、４０年、５０年近く

ずっとやってきて、建てかえはもうぜひ違うところでやってほしいみたいな意見もありま

す。しかし、現実的にあそこ以外のところに建てるというと、時間もそうですけど、もの

すごいまた、労費もかかりますし、そこは曲げて、あそこの場所でぜひ建て替えをしたい

ということを、小平市長として、また管理者として、それは相当腹を固めてやっていきた

いと思っております。それを具体的に言うと、相当またいろいろご意見がある方が出てく

ると思うんです、今度小平市の側から出てくる可能性がある。私は、それは体を張って、

これは３４万人にとって必要な施設だということを、私は責任を持ってやっていきたいと

いうふうに思っております。 

 ですから、今、尾崎市長がおっしゃったように、私は、一方で、そういう肩書きを持っ

ておりますので、ある意味ではダイレクトに聞く機会が多いものですから、そういう立場

を申し上げている。聞きようによっては、少し大和の人に対する配慮が足りなかったとい

うことはおわびを申し上げます。そんなことは全くありませんので、３４万人を代表して、

私は今回の３市共同資源化施設も、焼却施設も、あるいは、不燃・粗大、不燃・粗大は現

在地の中にありますけど、こういったことは３４万人を代表して、皆さんの意見に対して、
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やっているつもりでございます。 

 以上でございます。 

【森口専任者】  

 森口です。 

 趣旨がちょっと伝わっていなかったので、質問をし直させてください。ここに建てると

いうことは、中島町にも影響する範囲のことで、まず、これは後づけの理由になっている

っていうことも、今日は説明したかったんですけど、時間がないので省きますが、３市の

中間にあるので、この場所が便利だっていうことで、ここを選んだということになってい

ますが、そうなってくると、中島町の方々と桜が丘の方々のいるところに、全部ごみを持

ってきたいと、３市の中心で全部のごみを見ろって言っていることで間違いありませんか。 

 今まで中島町で怒られる、中島町の方々に、あそこに建てるためにだったら、ここに、

ほかのところでやってもらうのがいいって言っていますけど、結局はここの地域、５００

メートルぐらいのところに全部で引き受けろと言っているのは、１８万人だか、三十何万

人のために、ここの５００メートルぐらいのところの方と、中島町の１番地の人やなんか

に犠牲になれということでよろしいですか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 捉え方の問題ですけど、我々は、あそこの場所が最善だと思っておりますので、その計

画がそういうふうに感じられるんであれば、私としては、これ以上の案はないというふう

に思って提示をさせていただいておりますので、それぞれそういういろいろなお立場で、

そういう判断されるのは、私としては、ちょっと違うかなと思いますが、そういうふうに

お考えならば、それは、それは私は、現実に、近いといったら近いわけですから、また近

くないとできないっていう、そういった要素もありますし、そういうふうに、私は、そう

いうふうにお考えであれば、それは、それで、私は、その考えで、それは違うという立場

にはありません。 

【森口専任者】  

 森口です。 

 近いっていうことを、今おっしゃっていますけど、煙突からここは５００メートルです

が、東大和駅を回りますんで、３キロぐらいあるんですねあそこから。そのぐらいの距離

があれば、まだ考えられますし、近いというのは、直線距離で近いとおっしゃっているか

もしれませんけど、現実問題そんなに近くないですよ、一周回るんですから。 
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【小林市長・衛生組合管理者】  

 森口さん、今回、新しく土地を取得してやるということじゃなくて、現実に東大和市で

稼働している施設ですよ。小平市にもありますし、みんなあるんですよ。ただ、それを、

何かね、ある日突然降ったように湧いて、そこに施設ができるみたいな言い方をされます。

すでに大和の皆さんの資源物は、そこでもう既に処理しているんですよ。 

【森口専任者】  

 森口です。 

 先ほど小平市長の挨拶のときに、小平市の施設では、新たな処理ができないと、軟プラ

の処理ができないんでということの挨拶がございました。小平のほうは、１万平米以上あ

ります。東大和はその半分以下です。小平のほうができないようなものを、東大和に持っ

てくれば、３市分でこの面積に入るかっていう、実質的にどう考えても、無理な考えです

よね。 

 そういうことを推し比べて、既存の施設はここだけですっていう回答をしていますが、

同じような既存の施設はありますかっていう、私が衛生組合に求めたところでは、小平の

リサイクル施設がございますという回答をいただきました。 

 では、小平のリサイクル施設にどうしてならないんだっていうことになると、ここは中

心で近かったという回答が来ると思います。 

 では、近いかどうかということを測ってみましたら、東大和駅まで行きますので、東大

和駅から暫定リサイクル施設、暫定リサイクル施設から東大和駅ぐらいまで行くと、３キ

ロぐらいあるんですよ。その往復をする分だけ、小平市のごみはこちらまで持ってきて、

またそっちへ帰るよりは、小平の暫定リサイクル施設で全部処理したほうがよくないです

かっていうことが１点。そうですよね、小平の一番遠いところのごみまで、わざわざ３キ

ロかかるここまで持ってきて、処理しようっていう計画ですから、それで、ここ近いとこ

ろを選んだということに関しても、１つ言わせてもらうと、施設見学に行きました。で、

近いところを選ぶのは、プラスチックの中に汚れたものや何かが入っているものを、衛生

組合の焼却炉に運ぶからだ、だから近いところがいいんだっておっしゃいましたけれど、

その出ているトラックの数、市長たちはご存じですか。大した数じゃないんですよ。東大

和分が１.５台でしたっけ。月１.５台。東大和が１.５台ですから、村山はもっと少ないで

しょうし、小平にしては、２台です、月。 

 それだけのもののために、この近くの真ん中に選びましたって言って、中心にあるから
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といって、３キロもかかるところ、駅を一回りするようなところを選ぶような理由は、全

然正当性がありませんし、合理性がないっていうことも、ここで発表しておきたいと思い

ます。 

 以上です。 

【邑上会長】  

 今、だぁーっといっぱい言っちゃったんで、最初のほうは、中島町と同様に扱ってほし

いというところから、議論みたいになってしまって、その前に質問がほかにもあったかと

思うんですけど、そこは特にいいです？ 例えば、ダイオキシンの話もちょっとあったか

とは思うんですが。 

【森口専任者】  

 そうですね。ダイオキシンはどう考えているか……。 

【邑上会長】  

 続いてしまうと、質問が積み重なっていってしまうので。あと、なかなかその辺のいろ

いろな経緯を知らない人からすると、だぁーっとしゃべられると、わからないかと思うの

で、できれば、ちょっとゆっくり細切れにというか、分けてしていただけたほうが理解し

やすいかなと。 

【小川代表者】  

 まず、ダイオキシンのことを答えてください。 

【邑上会長】  

 先ほど聞いた中では、桜が丘の住民も、先ほどは、例えば中島町の方がダイオキシン心

配をしているから、焼却炉がどうとかっていう話があって、桜が丘の住民もダイオキシン

が不安なんだけど、どう考えていますかというような言い方だったかなと思っているんで

すけど、それはどうしますか。 

【森口専任者】  

 どう考えているかをお聞きしたいけど、同じように東大和市民も愛してくださるんです

よね。とおっしゃいましたよね。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 私、管理者ですから、３市全体のことを考えて判断してますから。 

 ただ、一方で、ダイオキシンについては、私もこのごみの問題というのは、議員生活が

長いものですから、ダイオキシンが一番、焼却施設を造るときに、反対派の、反対をされ
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る人たちの一番大きな懸念の材料だったんです。その後、いろんな技術が進歩して、また、

燃やす温度も、ダイオキシンが一番出ない温度に設定をするとか、相当技術革新が進んで、

もう今は全くありません。これは多分データとして出ておりますので、全く問題ありませ

ん。 

 しかし、そういったダイオキシンに対する全国的な関心、話題になった時期があったも

のですから、今でもそういったときの記憶を持っておられる方がいるので、あそこで再度、

引き続き、昭和４０年以降、さらに引き継いで今度建てれば、また相当期間あそこに焼却

施設として存在するわけです。 

 そういったときに、そういった懸念を持った方もおられるので、できれば、そういった

人たちに応えていくためには、何か循環型社会を目指すということであれば、その地元に

対して、やはり資源化をさらに進めて、焼却施設は今よりも少しコンパクトにして、地元

の人たちが受け入れやすい、小平市民の人たちが受け入れる、それは、大和の方も同じで

す。ただ、現実に住所が小平にありますので、具体的ないろんな手続等は、小平市議会や

小平市の行政の中で処理をしなきゃいけないことは、大変多くあります。ですから、そう

いうことを言っているんで、ダイオキシンが出ているなどということは、私は一度も言っ

ておりません。 

 そういった過去の経緯がありますので、そういった方がまだ記憶に残って、だって、長

い方は、昭和４０年からあそこに住んでおられるわけですから、ずっとそういうダイオキ

シンが大きな問題になったときのことを、まだ記憶に残っている方がおられるからと言っ

ているんです。 

【森口専任者】  

 それがサーマルをされない理由ですか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 これまでで何遍も聞いてるでしょう。それは、もともとごみ問題というのは、焼却を減

らす、要するに、燃やすごみを減らしていこうと、できるだけ資源化をしていこうという

ことで、今回は３市で合意したわけです。できるだけごみは燃やさないと、本当は、燃や

すごみは、本当はなくしていく。小平市でも、今、生ごみの資源化をやっておりますし、

いろんなところで手を打っている。できるだけ燃やさないようにしているのにですね、ペ

ットを燃やすなどということになれば、地元の人たちのなかなか受け入れは難しいという

ことを。ですから、１つは、循環型社会をつくって、できるだけ焼却の量を減らしていく
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という方向と、資源化を増やしていく。これは方向としては一緒ですけど、そういったこ

とを言っているんでありまして。 

【森口専任者】  

 じゃあ、何で小平だけまだ燃やしているんですか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 これは現実の問題として、リサイクルセンターの中で、いろんな限界があるわけです。

もう更新時期が来ているんです。１回見てもらえばわかる、ものすごく古い。私は何度も

行っていますけど、機械も相当古いですし。ですから、今回は、この３市共同資源化のこ

とが前に進んでいくことで、こういった問題も解決できるということであります。 

【森口専任者】  

 外注に出すとかはないんですか。 

【邑上会長】  

 ちょっと待ってください。一旦切って、別の方が挙手してたんで、お願いしたいです。 

【庄司代表者代理】  

 プラウド地区の庄司と申します。今日は飯島の代わりで、初めてこの協議会に参加させ

てもらいました。今回、市長お見えになるということで、多分いろんな質問は出るだろう

なと思ったので、私はまずは聞いてたんですけど、やりとりの中で非常に気になったのが、

まず１点あります。で、結論としては、小林市長に質問、尾崎市長に質問、それから、そ

の前段で意見表明をさせてもらいます。 

 まずは、私は反対なんです、やっぱり私も。だけど、さっき、プラウドの光橋さんが言

ったように、何が何でも反対じゃないんです。納得ができないから反対なんです、じゃあ、

何が納得できないか、その行政判断の過程が見えないんです全く。だから、反対なんです。 

 で、その上で、小林市長に質問です。質問ですけど、確認ですかね。さっきおっしゃっ

たのは、ここの場で１年間やってきましたと、説明は尽くしてきましたと、空転していま

すと、行政庁は、全員の賛成を待っていては判断ができないという旨をおっしゃいました。

なので、ここで反対も、ある意味、仕方がないんだというようなふうに受け取りました。

発言の意図はともかく、少なくとも聞いている人間としては、そう受け取りました。 

 で、質問です。光橋さんもさっき発言がありましたし、私も今、発言しました。で、気

になったところは、ここの皆さんは、どうやら感情的に反対しているんだというような認

識をしているんじゃないかと、小平市長ですね、小林市長ですね、という印象を持ちまし
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た。そこに対しての弁明というか、意見は、私が今申し上げたとおりです。光橋からも申

し上げたとおりです。ですので、まず、ここの認識、きちっとマッチしているかどうか、

それを確認させてください。これが１点目。 

 それから、ちょっともう、質問を絞りたいんですけど、中島町で、今軟プラ燃やしてい

ます。硬プラ燃やさない理由、これ端的に説明をしてください。これが２点目です。小林

市長に対する質問は、以上２点です。 

 もう１点は、尾崎市長に対する質問なんですけど、この３市共同組合に固執する必要っ

てあるんでしょうか。民間不安定、これ非常によくわかります。民間は営利企業なんで、

商売をやめたと言えば、それでおしまいです。じゃあ、ごみどうするんだと。ごみ問題、

行政サービスの非常に重要なサービスだと思っていますし、まあ行政が、まあ何て言うん

でしょうかね、こう、市民サービスとして提供できる、すごくアピールしやすい材料だと

も思っています。なので、そういう面で、要するに、ごみ問題逃げられないと。どこでも

ある問題だと、これは非常に理解しています。 

 だけど、民間に頼らずにできる方法はあると思ってますし、で、その提案をすればいい

じゃないかという説明は、さっき小平市長からありましたけれども、その提案をするため

に、まあ、いろんな説明を聞いてきたわけで、その説明に納得ができないということが、

現状なんだと思うんです。 

 なので、そういう状況で、この３市にこだわる、ほかに選択肢があるのに、こだわる理

由がよくわからないですし、別に民間に頼らずにできる方法はあると思うので、その提案

を発言できる機会があれば、したいと思いますし、そういう意味で、別に３市にこだわる

必要はないんじゃないかというふうに思っていますが、その辺、尾崎市長、いかがでしょ

うか。 

 以上です。 

【尾崎市長】  

 ３市の組合に固執する必要はあるかっていうことですけど、私ども東大和市は、先ほど

言いましたように、昭和４０年からずっと長きにわたって、３市で共同処理をしてきたと

いうことが、１つ大きなこととしてあるかなというふうには思っています。 

 それともう一つは、今回のプラスチックの資源化施設、それから粗大ごみと焼却炉とい

うことですね。東大和市のごみ行政をこれからも円滑に進めていくという最低限のことを

するためにも、やっぱり３市が、それらの３施設を総合的にきちっと管理し、運営してい
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くことが必要なのではないかなというふうに、今、考えている、そういう意味で、固執と

いう言葉が合っているかどうかというのは別にしまして、普通にこれからも３市で、より

よいシステムをつくっていければというふうには思っています。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 やや感情論になっているという、感情的にもう反対じゃないかと決めつけているんじゃ

ないかと、そんなことはありません。ただ、どうしても入り口で、今日、冒頭、せっかく

我々が来ているんだから、我々にと思ったんですけど、入り口のところで、いろいろあっ

たものですから、私も、いや、ちょっと感情的な人間なもんですから、もし、そういう言

い方であったら、誤解でありまして。 

 私は、そういうのを皆さんに理解していただきたいために、手続の話になると、どうし

ても中身に入っていけないので、さっきもお話しさせていただきましたけれども、そうい

う意味で、具体的な姿ですね、施設の姿、大きさはどうとか、中の設備はどうこうである

とかですね、あるいは、さっきＶＯＣの話が出ましたが、この問題についてはどういうふ

うにするのか、皆さんが懸念されているものに対して、どういうふうに解決策をとってお

られるのか、そういうところに入っていかないと、どうしても入り口論になっちゃうので、

つい私もそういうふうな言い方をしたかと思いますが、とにかく一番施設の身近な方であ

りますから、まず皆さんに理解をしていただくということは大前提であります。 

 これは、正直申し上げて、なかなか全員が賛成しなければできないっていうことになれ

ば、この種の施設というのはなかなか現実的には前に進まない。既存の施設でも、まだ周

辺には、いろいろ納得していただいてない方、現実おります。ですから、常に皆さんの要

望に応えていきたいというふうには思っております。どこかで見切り発車で何かをという

ことではなくて、しかし、一方で、焼却施設であるとか、不燃・粗大は何度か爆発事故を

起こしているんですよ。これは型がものすごく旧式なものですから、そこの中で、原因は

確かガスボンベだったと、もちろん、ガスボンベ入れちゃいけないんですけど、新しい型

であれば、こういったところは、発火せずにうまく乗り切れるんですけれども、旧式なも

のですから、そこで爆発事故があった。運よく、どなたもけが人がおられなかったから、

よかったんです。このもう、不燃、粗大ごみ破砕するんですけど、粉々にするんです。こ

の施設も、もうそろそろ限界なんでね。 

 こういった、我々、現実的なところに向き合いながら、しかし、皆さんに理解をしてい

ただくかなければいけないというところ、両方を我々、苦渋の中で説明をしている。です



- 35 - 

 

から、１年かけてやってきましたけど、私らは何度も出ておりませんが、事務方は誠意の

ある説明をしてきたんだろうと思いますし、私はその後にその報告も受けておりますので、

とにかく、ちょっと感情論になってしまったところは、今後改めていきたいと思いますが、

とにかく、我々には具体的な姿とか、こういう問題についてはどうするのかとか、車の話

も出ましたけれども、この車の問題についても、何か我々のほうで、皆さんに具体的に提

案があったり、あるいは、我々のほうで具体的な解決策とかあれば、示していきたいと、

具体的な話にならないと、なかなか入り口論だけだと、いつも、ついつい私も、つい感情

的になってしまいますけど、そこはできるだけ抑えていきたいというふうに思っておりま

す。 

【庄司代表者代理】  

 今ので、１点だけよろしいですか。すいません、プラウド庄司です。 

 １点だけ。反対理由をどのように理解されているか教えていただけますか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 私も何回か出ておりますが、やっぱり皆さんは、さっきの、車の話とか、ＶＯＣの話で

あるとか、あるいは、その建てた後の、さっき、においの話もありました。こういったこ

とが、多分、懸念、心配の材料なんだろうと思うんです。 

 ですから、そういった問題について、我々は真摯に、皆さんが懸念されていることにつ

いて、答えているとは思いますけれども、再度、必要があれば、答えていきたいと思って

おります。 

【岡村環境部長】  

 会長。 

【邑上会長】  

 補足の説明ですか？ 

【小林市長・衛生組合管理者】 

 硬質プラスチックの…。 

【岡村環境部長】  

 ２問目の。 

【邑上会長】  

 はい、どうぞ。 

【庄司代表者代理】  
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 済みません、あくまで市長への質問です。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 いや、彼は、私の命を受けて、仕事をしていますから。 

【庄司代表者代理】  

 いや、違う。だから、市長の言葉を聞きたいんです。それだけなんです。技術的な行政

的な説明は、今は要らないんです。今日の場は要らないんです。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 繰り返しになりますけれども、基本的には全部資源化をして、できるだけ焼却量を減ら

すということでありますが、今の小平市が持っているリサイクルセンターは、これ、学校

用地だったんですよ、だから、色々、用途の問題でいろんな制限がありますから、そんな

中で、今、稼働をしておりますけれども、そこで、処理能力を超えるものですから、現在

は、軟質系については焼却に入れているところであります。 

【岡田専任者】  

 栄三丁目自治会の岡田です。 

 いろいろ意見が出ておりますけれども、私も、ここに最初来るに当たって、こんなとこ

ろに、こんな工場を造っていいのという、そういう、もう誰がどう考えても、単純にそう

いうふうに思います。で、いろいろやる中で、まず村山さんと小平さんの市長にこれだけ

はわかっていただきたい話をしたいと思います。 

 まず、小平さん、今、議論になっておりますけれども、焼却場、車の問題あるかもわか

らないですけれども、煙は南と北、半年ごとに南風、北風が吹くとするならば、被害は、

東大和、小平全く同じ量を受けているという理解はしていただけますね。それは、まず１

点。よろしいですね。それから、村山さん、し尿処理では大変ご迷惑をかけております。

そういうところではありがたいんですけれども、で、近隣の住民の方が何でこれほどしつ

こく反対するのかというと、まず、し尿処理のほうは、あんまり環境的にも問題ない、今

は量も減っております。それから、焼却場は広範囲にばらまかれてしまいますから、ある

意味、全体の問題となる。ところが、プラスチックの工場の場合は、ＶＯＣにしても、に

おいにしても、空気より重たい。ということは、限られた住民の方々に非常に被害が、被

害という言葉を使うかどうかは別として、影響を受けるという、がゆえに、やはりどうし

ても自分たちが被害者みたいな気持ちになるという部分は理解していただきたいんですよ。

これはわかっていただけますよね。 
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 ですから、ごみというカテゴリーの中で、村山さんと小平さんと東大和市が、３つ責任

を負う。その中で、東大和がプラスチックを請け負うってことは、万やむを得ないのかな

という部分も一応理解できる中で、じゃあ、東大和でその建設工事をする場所がここしか

ないという、まあいろいろ理由はあるんでしょうけれども、ここは、前、工場用地であっ

たとか、そういう中で、決まったときが、ほとんどマンションがなかったとか、いろいろ

あります。 

 そういうところで万やむを得ないのかなとしますと、実際に工場を造ったときに、全く、

ほとんど環境に影響を及ぼさない、地域住民に影響を及ぼさないような工場を造ることが

本当に可能なのかどうか。そういうことで、この会議の中で、いろんなところを見学して

くれというのを、私のほうから提案しました。かなりきれいな工場でも、やはりにおいは

出ます。ですから、ここで造るんだったら、私は最初から言ったんですけど、世界一の工

場を造ってくれと。要するに、ゼロというわけにはいかないでしょうけれども、ＶＯＣに

しても、臭気にしても、ほとんどないような工場が造れますかと、それにはお金がかかり

ますよと、そういうことを覚悟して、行政側はやっているんですねという、やっていただ

けますねという話をしてるんですよ。ですから、私は賛成派みたいな形になっております

けれども、本当にそういう工場が造れるという確信があるなら、私は賛成したいと思いま

す。で、三十何項目にわたる質問状を出しております。検討しますということしか出てき

ておりません。これ非常に不安です。いろいろ分厚い計画書がございますけれども、ほか

の焼却施設を見たときに、本当に、この、３市共同事業化センターの方々が、真面目にど

こまで設備を検討しているのかなというのは、ちょっと疑問なんです。で、その辺の覚悟

はちょっと、まず決意表明でもしてもらえばありがたいんですけれども、それが１点目。 

 ２点目は、東大和市全体の市民が、村山さんと小平さんに投げかけたい、お願いという

か要望なんですけれども、やはり、同じ土俵の中でごみを出してもらいたい。東大和市は、

尾崎市長が頑張って、有料化をしました。それによって、ごみの選別がきれいになり、減

量もしました。 

 やはり、村山さんと小平さんは、これを検討はされているということなんですが、やは

りもう、具体的なスケジュールを、我々の前に見せていただきたい。要するに、小平の市

長さんがおっしゃっておりましたけれども、減量するんだ、計画はある。そうすれば、焼

却施設も小さくできるんだということはおっしゃってましたけれども、そういう形であれ

ば、やはり我々としては、こういう計画で、３年以内にはやるとか、今すぐというわけで
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はないんですけれども、その辺のやりますという決意表明をぜひ聞きたいと思います。 

 この２点をお願いします。 

【邑上会長】  

 ２点とのことだったんですけど、私だと、いっぱい書いて、４点ぐらいになりましたけ

ど。 

【岡田専任者】  

 １点は、どんなお金かかっても、その、しょうがなくて施設を造るんですねと、要する

に、１３億とかと言っておりますけど、まずそれではできないと思います。費用高騰もあ

ると思います。しかし、それだけじゃなくて、もっとプラスアルファの設備を入れなかっ

たら、ろくな施設になんないなというようなことですね。 

 ２点目は、村山さんと小平さんに、要するに、ごみの収集に関しても、より減量化の具

体的なスケジュールについて、ぜひ検討を具体的にしていただきたいという、その決意表

明をしていただきたいということです。 

【邑上会長】  

 ちょっと私のメモ、その前に焼却炉の排気について、小平と東大和とは同程度の影響を

受けているという認識だけど、どうですかっていうのがあったと思うんですけど、それは

確認？ 

【岡田専任者】  

 そうですね。それは１つ。 

【邑上会長】  

 それは小平市長に確認したいと。 

【岡田専任者】  

 それがないなんていうということは、あり得ないと思います。 

【邑上会長】  

 あとはＶＯＣの被害があるかどうかは別ですけど、被害があるとしたら、周辺住民が被

害者になるという認識をしてますかというようなこともあったと思うんですけれども。 

【岡田専任者】  

 それは、いや、皆さん、これだけ、言葉は悪いんですけど、ヒステリックと言うんです

かね、非常に頑固に反対するっていうのは、いわゆるみんながそういうことを理解してい

なんじゃないですかと。ここにつくればいい、ここが一番便利だと。そうじゃない。どっ
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ちにしても、この３点を含めたこの人たちは被害者なんですよ。これはっきり僕は言える

と思います。その辺の認識っていうのをみんなが持ってあげなければ、いい工場を造ろう

ということにはなんないわけですよ。お金かかったって造る。じゃあ、何十億円ってかか

ったら、これはつくれないということになったら、次の段階に行かなきゃいけないわけで

すね。 

 ですから、やはり、近隣の焼却施設だとかとは、設備が違うわけですよ。ＶＯＣってい

うのは空気より重たいから、風が来なければ、要するに、滞留するわけですよね。 

【邑上会長】  

 そうですね。ＶＯＣの勉強会のほうでも、どんどん濃くなるかどうかは別として、空気

よりほとんど重いので、下に行きますよという話はあったと思うんですね。なので、遠く

よりも、当然、近いほうが、被害を受けるであろうということは間違いないかと思うんで

す。 

 それとあとは、ＶＯＣやにおいについて、全く影響を出さないような施設っていうのを

建設するという、建設できるという確信とか、予算とか、覚悟とかがあるのかということ

ですよね。あとは、東大和市はごみ有料化していますけれど、今回のプラスチックのリサ

イクルだけじゃなくて、ほかのごみの処理についても、同じような状態で進めてもらいた

いと。それについては、どういうふうに考えているのか、ここで意思を表明してほしいと

いうことですよね、いいですか。 

 それでは、よろしくお願いします。 

【尾崎市長】  

 最初の世界一の施設を、工場をということでございまして、そういった意味で、前もお

話をさせていただいたと思いますけども、やはり安全性というのは最優先でいきたいとい

うふうには考えています。 

 そのためにもですね、具体的に規模というか、どういう大きさの施設で、どれだけとい

うことを、より一層具体性である形で進めていく、そういう中で、しっかりとお示しでき

るんではないかなとは考えているところであります。 

 以上です。 

【小林市長・衛生組合管理者】 

 ごみの有料化の話でありますが、これは、すぐ、にわかにやることはできませんが、小

平市では、ごみ処理基本計画というのをつくりまして、平成３１年から有料化をするとい
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う方向で、今、計画書はできております。 

 以上でございます。 

【山﨑副市長】  

 武蔵村山市の、初めにお話があった、し尿の処理場ですが、最近は確かに搬入量も減っ

てきて、規模を縮小するという段階になっておりますが、昭和３６年から稼働しておりま

して、当時はまだ下水道も普及していない状況で、相当な施設の規模と処理量はあったの

かなとは思います。 

 それから、武蔵村山のごみの有料化、減量でございますが、現在、可燃ごみ、特に生ご

みについては、ごみをなくすような堆肥化等さらに進めて、ゼロにするような方向で、モ

デル地区を定めて、今、実験中でございますが、一方で有料化につきましては、ごみ処理

基本計画の中では、平成３０年という目標を掲げております。 

 以上でございます。 

【岡田専任者】  

 ありがとうございます。 

【邑上会長】  

 有料化についてはいいんですけども、排気のほうはお聞きしたいんですよね、同じよう

に。 

【岡田専任者】  

 そうですね。わかりますねという。 

【邑上会長】  

 言うまでもないと。境界の位置にあるので、同じように影響を受けているという考えで

すけど、同じような認識でしょうかということの確認をしたいんですよね。 

【岡田専任者】  

 そうです。 

【邑上会長】  

 それぞれ？ それは、どなた？ 

【岡田専任者】  

 小平市長。 

【邑上会長】  

 小平市長ですか。 
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【岡田専任者】  

 一声で終わると思います。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 被害を受けていると私が言うと、または、それで、問題になりますけど、焼却施設につ

いてはですね、あの…… 

【岡田専任者】  

 同じ環境にあるということです。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 ええ、いや、ま、そうですね。 

【岡田専任者】  

 出た煙だけを見ていると。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 後で、言葉尻を捉えられると嫌なものですから。 

【岡田専任者】  

 私自身が捉えません。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 まあ、ああいう施設の性格上、そういう気体というんですか、そういうものが、市境を

越えて、行くということはあると思います。同じ環境下にあるというんですか、これは、

ま、なかなか……、はい、そういうふうに思います。 

【岡田専任者】  

 もう一つ余計なことを言いますと、今度、新しい焼却場の計画があるときに、東大和の

人間も一緒に入れた形で、そういう議論の中に加わりたいなという、そういうことはござ

います。 

 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 今の話でいいますと、小平市の場所は、一方で立川市も隣接しております。すぐ近くに

立川市の処理場もあるんですね。ですから、そういう意味では、具体的にそういう話にな

っていったときには、できるだけ周辺の皆さんにはご理解いただくようには説明してまい

りたいと思います。 

【田中代表者】  
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 今、さっきも国立競技場の話が出ましたけれども、２,５２０億円、プラス年間維持費だ

けで、恐らく四十数億円かかっていくだろうという莫大な費用です。 

 東大和に造るものも、この３市共同のこのパンフレット、この中には、費用計算で１３

億２,０００万円が計上されている。ところが、その費用計算では、見積もりをとったとこ

ろ、誰も受けてくれなかったという事実がありますよね。 

 で、このまんま、例えば処理場を造るときに、本当に幾らかかるのか、そして、その費

用計算したときに、今後それを運営していくために、どれだけの費用がかかるのか。それ

を小平市と武蔵村山市と東大和市で、共同で管理していくものなのか、東大和市だけに全

部押しつけられるものなのか。本当に重要な問題です。というのは、そうなると、市民税

がまた上がります、そうなるとね。それでなくても、今、本当に、我々の年代、本当に来

るのはごくごく僅かの年金です。そこへまた税金増やされたら、それでなくても、いっぱ

い、いっぱいで、みんなやっているわけです。１６％ぐらいが、貧困だと思っている方が、

日本中にいるわけです。 

 ですから、その辺をよく考えていただいて、費用計算、それから、本当に今の場所、隣

が老人ホームです。そんな場所に本当にごみ処理の施設を造るときに、もしＶＯＣが垂れ

流しになったときに、最初に一番影響を受けるのは、そのお年寄りたちです。ですから、

それを一つ一つクリアしていく意味合いで、この場所を使っていただけるのかなと思って

いたんです。ところが、残念なことには、そもそも論であるとか、それから、どうしよう、

こうしようって、結局、１年間ずっと空転してきてます、今日もそうです。ですから、も

っと、例えば、本当にこの場所に造るためには、地元のマンションの人たちにもご迷惑か

からない、本当にＶＯＣが出ない、あるいは、においが出ない施設なんてできるんですか。

ですから、一つ一つをクリアしていく意味合いで、この場所を使っていくんですよと言っ

ていただけるのかなと思っていたんですが、残念ながら、議論の場ではないと最初に言わ

れました。ということは、一方的に話を聞くだけの場所なんですかっていうことです。で

すから、本当に真摯に、こうして市長さんお忙しい中来ていただいて、話を伺う機会が得

られたこと、本当に感謝します。その機会ですから、本当に、今プラウドさん言われまし

たけれども、原則的には反対なんですが、よい話し合いができるんであれば、賛成に回り

ますってはっきり言っているんです。ですから、そういう意見はたくさんあると思うんで

す。ですから、一つ一つそういうものをクリアしながら、場所を選定しました、それから、

これからお年寄りに迷惑がかからないような施設を造ります。一つ一つ前へ進め、そして、
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いいものを造ってくんだ、ただし、費用計算だけは、これは国立競技場みたいに２,５２０

億円、どこから出すお金か知らないですけれども、本当にそんなものでも造ってもしよう

がないわけですから、私たちは、ごみの処理場を造る、そのための真剣な話し合いの場所

に、ここをできればなって、私自身思いました。ですから、３市の市長の先ほどからの話

を聞いていますと、具体的にこれからどういうふうにしたいっていう、また、今日は時間

も遅いですから、あれですけれども、改めてもしお時間をとれるようであれば、この席で

そういう話をしていただければと思います。ぜひそんな形で、もっともっと前に進めるよ

うな形で話し合いをしたほうがいいんじゃないかなと思ったんです。老婆心ながら、言わ

せていただきました。 

【邑上会長】  

 はい、ありがとうございます。 

 予定は４５分だったんですけど、２１時になってしまいました。そういう意味では、終

わりにはしたいんですが、３市長が来るような場というのは、多分そんなにないのと、こ

の後来るときには、今の行政側の思惑としては、当然進めていく方向なので、具体的な高

さがどうとか、植栽がどうかというような話を決めたときみたいな話になってしまうかと

思います。そうすると、今まで１年間やってきたこと、空転しているという言い方あるん

ですけど、空転しているのではなくて、きっちり議論したいということが行われずに進む

だろうなということは、想像に難くないんですね。 

 今はプロジェクトの進め方がうまくない状況だろうっていう認識です。多分、皆さんそ

うだと思うんですけれども、こう決めたんで行きますよ、ということに対して、何でそう

決めたんですかということを、実は最初から言っているんです。 

 何で決めたかというのは、基本的には一応説明しているんです。説明してるんですけど、

納得がいくような説明をされていない。または、納得がいくような検討がされていないと

思われるという状況です。ですので、何度繰り返し説明を受けても、誰も納得ができない

という状況なのかなと思います。当然、市長は毎回出ているわけじゃないので、そういう

認識になっていないかもしれないんですけれども、私含め、多分皆さんそういう認識かな

と思います。で、このまま次となったときに、当然納得いかないままなので、困るじゃな

いですか。で、どうしましょうかっていう話になるんですが、最初のほうから言うと、そ

もそも要綱になっちゃうんですけれども、要綱には設置について合意したという話がある。

まあ、３市ですね、理事者が合意しているということで、市民が合意とかではなくて、３
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市長が合意したものが、この３市共同資源物処理施設になるんですけれども、その建設に

関して、地域住民が、地域の良好な環境の維持、向上及び安全の確保を図ることを目的と

言っているんです。 

 こういうことが目的なので、良好な環境の維持というのは、当然我々の心情も含めてに

なるかなと思いますけれども、なので、それが維持も向上もできていないですよね。なの

で、うまく進んでいないという状況になってます。 

 ここの１条を書きかえたいねっていう話を最初のほうからしているかと思うんで、私は

そういう話をしたいんですけれども、これを、それこそ片山さんとかに言われても、当然、

はいと言えないですよね？言えないですよね。 

 そうすると、当然、理事者がいないとだめなんで、３市長いるところなんで、ちょうど

いいかと思うんですけれども、進め方がよくなくて、自信を持った案だという話はあるん

ですけど、自信について、納得できるものが提示されていないので、ああ、そうです、最

良ですねと、多分誰も言えないんで、言わせてもらえるなら、いいと思います。 

 なので、最良ですねと言いたいので、材料を出してくださいと、ずっと光橋さんとか言

っているんですけど、出てこないので、できれば、その材料を出していただきたいんです

ね。その上で、ああ、そうだねと言うのか、ちょっと足りないねというのかは、進めてい

きたいかなとは思うんですけれども、どうですか、光橋さん、そういうことですよね。 

【光橋専任者】  

 そのとおりです。 

【邑上会長】  

 要綱を書きかえないでも、それができるというような説明だったと思っています、私。

なので、まあ、とりあえず、要綱認めて進めればいいんじゃないのと私は言っていたと思

います。ですけど、進めてから、実際は手のひら返しみたいな形で、それは認められませ

んみたいな話になったので、森口さんもお怒りになっているんですけれども、なので、要

綱を書きかえるのか、書きかえないにしても、もうちょっと、何て言うんですかね、私は

検証という言い方をしているんですけれども、設計したものに対しては、検証するという

ことは普通の流れなので、検証しましょう、住民の目で検証しましょうということをして

いきたいと思いますが、いかがでしょうか。３市長と言われると、あれかもしれませんけ

ど。 

 このままだと、次回以降も、結局、前に言われていたみたいに空転という言い方になっ
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ちゃうんですけど、そういうような状況で進むことは間違いないんですね。なぜかという

と、納得できる情報が開示されていないからです。そういう認識なんですけれども、いか

がでしょうか。そろそろ終わりにしたいので、そうですねと言っていただけるのが一番い

いんですけれども、どうでしょうか。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 今までも誠意ある対応はしてきたというように思いますが、これはもう相手のあること

ですから、皆さんがそうではないということであれば、これはうちらの思いが、なかなか

伝わってなかったことになりますが、引き続きやってまいります。 

 多少、こう、皆さんの中で発言をされておられる方もおられますが、多少いろいろ温度

差があるんだと思うんですね。具体的な形で示して、その中で安全性なりの確認をしたい

とか、まあ、やむを得ないとして受け入れていきたい、そうじゃない立場の方もおられる。

もともと計画そのものに対して、反対の立場でおられる方もおられますから。 

 ただ、この全体の温度差の中でどう進めていくかというのも、会長さんも非常に慎重に

発言をされておられますので、本当にご苦労されておられると思いますが、より、皆さん

に具体化すれば、すればするほど、反対の方、賛成の方というのは色濃く出てくる。今、

かなりその、ごみ処理施設という、非常にふわっとした施設に対する不安とか、やはり一

般的なこういった施設に対する反対論、感情的な反対もあります。 

 こういったところで終始していると、なかなか前へ進めませんので、出来ればですね、

何度も繰り返しになりますけれども、姿であるとか、どういうふうな高さがいいですとか、

車の話も何度か出ましたけれども、あと植栽がどう、屋上緑化はどうとか、壁面はどうと

か、こういう具体的なものを、施設の概要みたいなものをもっと説明をして、その中で皆

さんが心配されているところを、我々は、先ほど世界一の施設を造れっていうふうに言わ

れましたけど、そこまで言い切れるかどうかわかりませんが、我々の知り得る範囲で、皆

さんの不安には答える、結果的には、今とり得る最善の技術を駆使して導入してやってい

くということを、具体的に示していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

【邑上会長】  

 ありがとうございます。なかなか、回答があまり変わらないので、なかなか難しいんで

すけれども、揚げ足取りではないんですけども、先ほどの最高の施設とは言えないがとい
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うのは、確かに最終的に言えないのはわかるんですが、少なくともそういう気持ちが、気

持ちというか、あるかどうかっていうのは１つあるのかなと思いますので、それは、そう

なんですけど、具体的な話の前に、まず目的は何なのかとか、なぜこういうやり方をする

のかということが、少なくとも納得してもらえていない状態です。説明はしているんです

よ、説明はしていただいているんですけれども。なぜかというと、ある意味、丁寧な説明

がされていないのと、根拠がないんですね。何度も、処理は民間でやるのか、公設でやる

のかという話が出ていまして、議会でも出ていますけども、民間だと安定しないと、じゃ

あその安定しない根拠はっていう話になるんですけど、根拠はないんですね。最近、比留

間さんに行ってきた方は、お話しして、あ、そうだよねと思ったと思うんですけど、民間

で不安定ですかねっていう話になりましたけれども、民間は努力するので、もっと持って

きてほしいぐらいですという話ありましたね。なので、貪欲にやっていこうということが、

民間だからこそあると思うんですね。公設にすると、建てたら、減価償却も含めてあるん

で、数十年ていう単位で存在しないわけにいかなくなるので、これから人も減ってきて、

ごみが減っていったときに、その規模の施設を維持することに、意味があるのかというふ

うになってくると思います。それは、多分１０年後、２０年後なんですけど、その時いな

いからいいやという話になっちゃうんでしょうけれども、我々はまだいるので、多分です

けれどね。やっぱそうは言ってられないので、今のうちからどうにかしたいということに

なります。これは、マンション内の理事会で言っている話と本当に同じような感じなんで

すけれども、ちょっとやっぱり将来考えていってですね、先を考えなければいけないです

ね。なので、感情的な反対もあるんですけれども、ＶＯＣに関しては、すごく、そこを払

拭するのは難しいだろうと思っています、被害があるっていう証明するのは難しいでしょ

うし、ないと証明することは難しいと思うので、それは多分感情的になっちゃいますが、

そうではなくて、お金であれば、多分誰が見ても、ああ、そうだねってなると思いますの

で、お金に関しては、しっかりと情報を開示していただいて、だから、この金額を出して

やるんですと、これだけメリットがあるからやるんですということを出していただければ、

私も本当に、まあ仕方ないねって言うかなと思っています。多分、皆さんそうだと思うん

ですけど。今、公設にする理由とかは、お金に関しては出てきていないです。規模に関し

てもそうですね。ですので、そこが出ない限りは、細かな話はできないんですね、という

認識です。多分、ほとんど同じと思うんですけれども。皆さんやっぱりやり方がよくなく

て、最初のほうで住民からその辺のチェックを受けて、計画を修正しつつ進めていくとい
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うことをやってないからかなと思います。 

 なので、今日、これで終わっちゃうとですね、次回になりますけれども、多分このまま

進めるしかないですね、と思います。ですので、私から言うのもあれですけれども、多分

このまま進みますので、順調に進まないと思います。ただ、片山さんを責めないでいただ

ければと思います、そうするしかない状況ですので、そこをちょっと変えるには、やっぱ

り進め方を変えなければいけないだろうと思っています。その１つが、そもそも論という

か、検証です。検証した結果、よくないものは直していくということをやるべきかなと思

ってます。ちょっとあんまりしゃべっていてもあれなので、まあ、９時ってだいぶ過ぎち

ゃいましたので、今日は終わりにしたいんですけども、終わりっていうか、ちょっとまだ

次回の話とかあるので、あれなんですけども。 

 済みません、ちょっとしゃべっちゃいましたけど、一応、なんか、最後閉めるというこ

とで、ちょっとお話をいただこうと思います、よろしくお願いします。 

【小林市長・衛生組合管理者】  

 今日は長時間にわたりまして、本当にありがとうございます。まあ、色々なお立場で、

あるいは、この施設について向き合う姿勢の違いみたいなものがあります。こういう中で、

合意形成を図っていくというのは、なかなか難しいわけであります。 

 私どもとしては、施設の必要性であるとか、立地については十分説明はしてきたつもり

でございます。なかなか十分ご理解いただけない方もおられるようでありますが、しかし、

繰り返しになりますが、焼却施設の更新時期、もう、１度していますので、もうかなり限

界、煙突はもうかなり限界に、焼却施設も旧式ですし、もう限界に来ておりますので。あ

と、不燃・粗大ごみのほうも破砕してやるんですけれども、ここも限界に来ております。

ですから、皆さんの理解を得ながらも、現実的な、こういった施設の更新というのは、先

送りができない状況にございます。ですから、具体的な姿や具体的な個別課題について、

我々も一生懸命、皆さんの不安を払拭するように努力はしてまいりますので、少しでも具

体的な形で前へ進めて、これからいきたいと思いますので、今後ともどうぞご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。今日は長時間にわたりまして、本当にありがとうございま

した。 

【邑上会長】  

 ちょっとまだ終わらないですけど、ありがとうございます。 

 連絡ですけど、次回は８月８日の土曜日、午後７時から、また場所はここの桜が丘市民
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センターになります。 

 で、次回は、実は会長、副会長の任期が１年間ということに要綱でなってまして、次回

は私ですけど、一旦ここで終わります。我こそはという方がいましたら、今のうち考えて

おいていただければと思います。なので、そのための選任のことを次回やろうと思います

ので、ちょっと考えておいていただければと思います。 

 で、どうします？ そのまま終わっちゃうと、また同じ話を次回も多分するんですけど、

要綱の見直し等を進めたいという考えがありますので、そういう話をしていきたいと思い

ますので、よろしくご理解をお願いします。 

 以上ですけれども、いいですか。 

 はい、じゃあ、長時間お疲れさまでした。 


